
 次表の左欄に記載する者に対する土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号）第１０３条第１項の規定による京都都市計画（京都国際文化観光都市建設

計画）都市計画事業二条駅地区土地区画整理事業の換地処分通知は，送付した

が受領を拒まれたので，同法第１３３条第１項の規定により，書類の送付にか

えて通知の内容をそれぞれ当該右欄のとおり公告する。 

  平成２４年１２月２５日 

                      京都市長 門 川 大 作 

 

書類の送付を受けるべき者の氏名及び

住所 
通 知 の 内 容  

松本たき子 

京都府久世郡久御山町下津屋下ノ浜代

３０番地９７ 

土地区画整理法第１０３条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業二

条駅地区土地区画整理事業の換地処

分通知（別紙のとおり） 

松本豊弘 

京都市中京区岩上通四条上る松浦町８

４８番地 

土地区画整理法第１０３条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業二

条駅地区土地区画整理事業の換地処

分通知（別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

( 基 準 地 積 )

登 記 地 積
(㎡) (㎡) (円) (㎡) (㎡) (円) (円) (円) (円)

甲2番
西ノ京 ( 37.53 ) 所有権移
小倉町 11-1 宅地 35.96 転請求権 全部 461,742 461,742 461,742

仮登記
1番
根抵当権

甲2番
西ノ京 ( 30.00 ) 所有権移
小倉町 13-1 宅地 29.22 転請求権 全部 369,000 369,000 369,000

仮登記
1番
根抵当権

( 67.53 )
計 2筆 65.18 830,742 830,742 830,742

法第９５条第６項
により金銭清算
法第１０４条第１
項により消滅

各 筆 各 権 利 別 清 算 金 明 細 書

京都市中京区
記　　事

所 有 権 以 外 の 権 利
ま た は 処 分 の 制 限 京都市中京区 所 有 権 以 外 の 権 利

ま た は 処 分 の 制 限
権 利 価 額

従 前 の 土 地

部 分 符号

権 利 価 額

所有権者の部

供　託
すべき
金　額

町 名
交 付

地 番
地 積 徴 収

町 名 地 番 地 目 種 別

権 利 者 の
住所及び氏名

氏 名

住 所

地 目
地 積

部 分 符号

法第９５条第６項
により金銭清算
法第１０４条第１
項により消滅

　京都市右京区太秦和泉式部町４番地の１１

　伴　達明
共有持分割合

換 地 処 分 後 の 土 地
清 算 金

地 積 街区
番号





　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

( 基 準 地 積 )

登 記 地 積
(㎡) (㎡) (円) (㎡) (㎡) (円) (円) (円) (円)

甲2番
西ノ京 ( 45.64 ) 差押 西ノ京
星池町 42-12 宅地 44.85 甲3番 全部 6,276,198 18 星池町 117 宅地 46.50 全部 6,749,010 472,812

参加差押
甲4番
参加差押

( 45.64 )
計 1筆 44.85 6,276,198 1筆 46.50 6,749,010 472,812

所有権者の部

供　託
すべき
金　額

各 筆 各 権 利 別 清 算 金 明 細 書

京都市中京区
記　　事

所 有 権 以 外 の 権 利
ま た は 処 分 の 制 限 京都市中京区 所 有 権 以 外 の 権 利

ま た は 処 分 の 制 限
権 利 価 額

従 前 の 土 地

符号
地 積 徴 収

町 名 地 番 地 目 種 別 部 分 符号

権 利 価 額

換 地 処 分 後 の 土 地
清 算 金

地 積 街区
番号 町 名

交 付
地 番 地 目

地 積
部 分

　京都市中京区岩上通四条上る松浦町８４８番地

　松本　豊弘

権 利 者 の
住所及び氏名

氏 名

住 所
共有持分割合





（建設局都市整備部整備推進課）


